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壱岐市農業委員会定例会（令和５年６月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和５年６月２６日（月） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １８名 

４．欠席委員    無 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２９号 違反転用について 

議案第３０号 農用地利用集積計画の承認について 

７．その他 

事務局  皆さん改めましておはようございます。 

ご案内の時間前ではありますが、本日出席されます農業委員さん方は全員お揃 

    いでありますので、只今より令和５年６月の農業委員会の総会を開会致します。 

本日の出席委員は１９名中１９名で全委員出席しておりますので、総会は成立 

を致しております。 

それでは、総会日程２の「会長挨拶」を・・会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長  【会長挨拶】 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐 

市農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長よ 

り指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】 

  それでは、本日の議事録署名人は、・番・・委員、・・番・・委員にお願いし 

    たいと思います。よろしくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、・ 

    ・主事を指名します。 

それでは、議事日程第２の議案第２７号の「農地法第３条の規定による許可申 

請について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。議案第２７号「農地法第３条の規定による許可 

申請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、 

審議のうえ決定の要がある。 

所有権移転の案件が４件あがっております。受け手は、全て個人でありますの 
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で「農地所有適格法人要件」の適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、４件贈与ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率的 

    に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確 

    保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

２１番 土地の所在 

 芦辺町諸吉大石触 字神田
か ん だ

 ・・・・ 地目 畑 面積 ４３４㎡ 

 同じく          ・・・・ 地目 畑 面積  ９５㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は ０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 譲受人に贈与する。 

譲受人 受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、野菜の作付けです。 

農機具は、管理機、軽トラックを所有されてあります。農作業歴は本人が１０ 

    年です。通作距離については、自宅横１０ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、野菜を作付る計画でありますので、周辺への影 

響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。６月１９日に・・委員さんと譲渡人の・・さんと立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。事務局の説明通り、６月１９日 

に現地確認を行いました。 

譲受人の・・さんは、譲渡人の・・さんの甥っ子にあたり、既に申請地には、 

・・さんが野菜を作付けしてあって、引き続き耕作していくという事でありまし 

た。何ら問題はないかと思いますが、皆さんのご審議をよろしくお願い致します。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 
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声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２７号２１番は、決定し 

ます。続きまして、２２番の説明を求めます。 

  事務局  はい １頁をお願いします。 

２２番 土地の所在 

芦辺町中野郷仲触 字寺地
て ら じ

 ・・・・ 地目 田 面積   ５０５㎡ 

同じく          ・・・・ 地目 田 面積 １，３９６㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が１７，００８㎡、畑が３，７９９㎡ 計２０，８０７㎡で 

す。 

申請理由 

譲渡人 病弱で耕作が困難なため贈与する。 

譲受人 譲り受けて農業規模を拡大する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲の作付けです。 

農機具は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、軽トラックを所有され 

てあります。農作業歴は本人が４５年です。通作距離については、１Ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、これまで前の耕作者が水稲を作付けており、今 

後も引き続き水稲を作付るので、周辺への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。６月１９日に・・委員さんと譲受人の・・さんと立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、６月１９日に現地確認を致しました。 

・・さんは、申請地付近に水稲を作付けてありまして、申請地についても水稲 
を作付ける計画という事でありました。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 
  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。 

【異議なしの声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２７号２ 

２番は、決定します。 

続きまして、２３番の説明を求めます。 

事務局  ２頁をお願いします。 

２３番 土地の所在 

芦辺町深江鶴亀触 字原   ・・・・ 地目 田 面積   ６７２㎡ 
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石田町石田西触 字原ノ久保 ・・・・ 地目 田 面積   ５７７㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積 ２，０３７㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ４８３㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積   ９８０㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積 １，９７９㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が２，０１３㎡です。 

申請理由 

譲渡人 隣接地を耕作する姪にあたる譲受人に贈与する。 

譲受人 譲り受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲、飼料の作付 

けです。農機具は、草刈機を所有しており、トラクター、田植機、コンバインに 

かかるものは、委託してあります。農作業歴は本人が２３年、母親が４５年です。 

通作距離については、遠いところで１００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲や飼料を作付る計画でありますので、周辺 

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。６月１９日に・・委員さんと譲受人の・・さんのお母さんの 

立会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

ただいま事務局の説明通り、６月１９日に現地確認に致しました。 

譲受人の・・さんは、譲渡人の・・さんの姪っ子にあたり、申請地も・・さん 

    の自宅付近ということで、譲り受けて水稲や飼料作物を耕作するという事であり 

ました。何ら問題はないかと思いますが、皆さんのご審議をよろしくお願い致し 

ます。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２７号２３番は、決定し

ます。続きまして、２４番の説明を求めます。 

事務局  ２頁から３頁をお願いします。 

２４番 土地の所在 

石田町筒城西触 字高坂
こうざか

  ・・・・  地目 畑 面積   ６８８㎡ 

石田町筒城東触 字尾ノ口  ・・・・ 地目 畑 面積 １，５９９㎡ 
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同じく           ・・・・ 地目 畑 面積 １，２５６㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積 １，００３㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積    ４７㎡ 

石田町筒城東触 字錦
にしき

太
だ

   ・・・・  地目 田 面積 １，０１１㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積 １，０８１㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積 １，３５６㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積   ６７４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積   ６０６㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ７５６㎡ 

石田町筒城東触 字坂    ・・・・ 地目 田 面積 １，０９２㎡ 

石田町筒城東触 字坂久保  ・・・・ 地目 田 面積   ８８０㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積    ４８㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ３０８㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ４２４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ８１４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   １９８㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ２０４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積    １４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ４１７㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積    １３㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   １２０㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積    ２４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ３０５㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   １２３㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 畑 面積   ６４４㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積    ４０㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ９６７㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   ２９５㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積   １１８㎡ 

石田町筒城東触 字高峯   ・・・・ 地目 田 面積   １４１㎡ 

石田町筒城東触 字尾崎   ・・・・ 地目 畑 面積   ７９０㎡ 

石田町筒城東触 字下
しも

渡
わたし

   ・・・・ 地目 田 面積   ９００㎡ 

同じく           ・・・・ 地目 田 面積 １，５３９㎡ 

石田町筒城東触字小森江   ・・・・ 地目 田 面積   ５７９㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が１３，３１２㎡、畑が７，３０７㎡ 計２１，０７４㎡です。 

申請理由 
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譲渡人 後継者に生前贈与する。 

譲受人 譲り受けて、耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲・牧草の作付 

けです。農機具は、トラクター、コンバイン、田植機、モア、軽トラックを所有 

されてあります。農作業歴は、本人２８年、長男が１年です。 

通作距離については、遠いもので２ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲や飼料を作付る計画でありますので、周辺 

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。６月１９日に・・委員さんと譲受人の・・・・さんと立会い 

の下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。・・です。 
事務局の説明の通り６月１９日に現地を確認致しました。 
お父さんの農地を子供さんへの贈与でありますので、何ら問題はないと思いま 

す。皆様方のご審議をよろしくお願い致します。以上です。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２７号２４番は、決定 

します。続きまして、議案第２８号「農地法第５条の規定による認可申請につ 

いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁をお願いします。 

議案第２８号「農地法第５条の規定による認可申請について」農地転用につき、 

次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

９番 土地の所在 

郷ノ浦町庄触 字池ノ下 ・・・番・ 地目 畑 面積 ５５１㎡ 

転用目的 一般個人住宅                   

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在の住まいが老朽化しているため、申請地を譲り受けて自己の 

居宅を建築したいので申請します、というものです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

農用地区域除外は県の同意を得て令和５年６月５日に完了を致しております。 

農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い第２種農地 

と判断致しております。 

位置図、写真、配置図は６頁から８頁です。３月２０日の農振地域除外時に・ 
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・委員さんと譲受人と譲受人のお母さんの立会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。担当の・・です。 

この案件は、３月の定例の折に農振除外申請のご承認を皆様にいただいた案件 

でございます。６月１４日に・・さんに電話をしまして、現在の状況について、 

お話を聞いております。この土地は、お父さんから譲り受けて、現在の住宅が建 

築から４０年以上経っておりまして、老朽化が進んでおりますので、新しく住宅 

を建てたいということであります。 

合併処理浄化槽も設置されて、その隣にも許可を受けて家を建てることもあり 

ます。何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願い致し 

ます。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２８号９番は、意見を付し 

て進達いたします。続きまして、１０番の説明を求めます 

事務局  はい、４頁をお願いします。 

１０番 土地の所在 

郷ノ浦町牛方触 字京塚 ・・・・ 地目 田 面積 ８３３㎡ 

転用目的 資材置場                   

貸付人 ・・・・・・・・・・ 

借受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在の資材置き場が手狭になったため、申請地を借り受けて新たに 

資材置場を設けたいので申請します、というものです。 

権利の設定内容は、使用貸借です。 

農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い第２種農地 

と判断致しております。 

位置図、写真、配置図は９頁から１１頁です。６月１９日に・・委員さんと 

借受人のお父さんの立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

議 長  はい、以上の説明でございますが、補足説明ございましたら。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、６月１９日に現地確認を致しました。 

貸付人の・さんは、借受人の・・さんの叔父にあたるそうです。 

現在の資材置き場は、他の会社と共有しているため、申請地に資材置き場を移 

転させたいとの事でありました。 
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何ら問題はないかと思いますが、皆さんのご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２８号１０番は、意見を付 

して進達いたします。続きまして、１１番の説明を求めます。 

事務局  はい、５頁をお願いします。 

１１番 土地の所在 

勝本町西戸触 字西戸川
さいどがわ

 ・・・・ 地目 田 面積 ４９３㎡ 

転用目的 一般個人住宅       

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでおりますが、申請地を購入し、自己の居宅を建 

築したいので申請します、というものです。権利の設定内容は、売買です。 

農用地区域除外は県の同意を得て令和４年１０月５日に完了を致しております。 

農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い第２種農地 

と判断致しております。 

位置図、写真、配置図は１２頁から１４頁です。令和４年６月２１日の農振地 

域除外時に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、昨年の６月２１日の定例会で農振除外のご承認をいただ 

きました。現在、借家に住んでおり、自己の住居を建築したいということで、 

いろんな土地を検討しましたて、実家に近い、立地条件も良い申請地を選んだと 

いう事でございます。合併浄化槽も設置する予定であります。昨日、本人にお会 

いして聞いたところ、建築許可も下りているということでございますので、１０ 

月頃から建築に入りたいということでございます。皆さん方のご審議をよろしく 

お願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２８号１１番は、意見を付 

して進達いたします。続きまして、１２番の説明を求めます 

１２番 土地の所在 

芦辺町諸吉大石触 字古砂
ふるすな

 ・・・・ 地目 畑 面積 ３４６㎡ 

転用目的 一般個人住宅                        

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでおりますが、申請地を譲り受けて自己の居宅を 
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    建築したいので申請します、というものです。権利の設定内容は、贈与です。 

農用地区域除外は県の同意を得て令和５年３月２９日に完了を致しております。 

農地区分は、公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い第２種農地 

と判断致しております。 

位置図、写真、配置図は１５頁から１７頁です。６月１９日に・・委員さんと 

譲受人の立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議長   はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、６月１９日に現地確認をしました。 

昨年の１２月２２日の定例時に前委員さんが現地確認を行い、農振除外のご承

認をいただいた件です。 

譲受人の叔父にあたる譲渡人の農地を譲り受けて自己の居宅を建てたいという

事であります。合併浄化槽も設置される予定でありますので、周辺農地への影響は

ないと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第２８号１２番は、意見を付し

て進達いたします。続きまして、議案第２９号「違反転用について」を議題といた

します。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、違反転用の議案に入ります前に、違反転用処理について説明します。 

     「違反転用処理」の資料をお願いします。違反転用処理には、Ａの「簡易手続 
    き相当の違反案件の基準」とＢの「簡易手続き相当案件以外の違反案件」があり 
    ます。Ａの「簡易手続き相当の違反案件の基準」ついてですが、①転用目的が農 

    業用施設で、地域の農業振興や個人の農業経営上必要不可欠なもの、②転用目的 

    が個人住宅で、転用許可を受けて建築したものの、土地の境界線の誤認により、 

    建物の一部が許可を受けていない農地に及んだもの、③競売・公売に係る買受適 

    格証明にかかる案件である土地ということになっております。 

 後ほど説明しますが、今回の案件について、農業委員会事務局から県へ「違反 

転用連絡票」の提出をしましたが、簡易手続き等の案件には該当しないというこ 

とで通知がありましたので、Ｂの「簡易手続き相当案件以外の違反案件」になる 

ということです。Ｂの場合、農業委員会が違反転用者等に「勧告書」にて文書勧 

告を行う、②農業委員会が県に「違反転用事案報告」を提出することになってお 

ります。この報告書や現地調査、事情聴取等を踏まえて県と農業委員会が「処分 

の判断基準」に照らして、原状回復を求めるか、追認許可相当とすべきか、許可 

条件変更で対応すべきか判断することになります。今回の案件についても、原状 

回復を求めるか、追認許可相当とすべきかの判断になるかと思われます。 

裏面をお願いします。処分判断基準については、(１)当該農地周辺における土地

の利用状況ということで 
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① 農地区分、転用目的又は用途から判断して転用許可が出せたかどうか 

② 原状回復等の是正措置を行わないことによる周辺農地及び農業への影響 

他(２)、(３)ありますが、(４)の違反転用行為の悪質性の中の②違反の認識の有

無、③前歴、過去における違反行為の有無や④行政庁の指導への対応状況等を審

議していただくことになります。 

これらを踏まえて１８頁をお願い致します。議案第２９号「違反転用について」、 

農地法第５条第１項の違反転用につき、審議のうえ意見を付して報告の要がある。 

１番 土地の所在 

勝本町本宮西触 字柳坂 ・・・・ 地目 畑 面積 ２８９㎡ 

転用目的 駐車場 

違反転用者、・・・・・・・・・・ 

内容 令和３年１０月頃から、許可を受けずに駐車場として利用している、と 

    いうものです。 

詳しく申し上げますと自身の居宅を建設するにあたり、土地所有者より買い受 

けて自宅の建設を行ったが、誤って隣接する何も耕作されてない荒れた畑を駐車 

場として造成したというものです。 

このことについて５月１日に農業委員会事務局から県に違反転用連絡票送付し 

ましたが、５月１１日に先ほども申し上げましたが、県から長崎県農地転用事務 

指針の「簡易手続き相当の違反案件基準」第４の 1の(３)に該当しないという事 

で農業委員会総会に報告し、追認相当か否かを審議のうえ事案報告書により、意 

見を県へ報告するように指示がきております。 

 この報告書に、 

「原状回復は困難であること、違反行為について、申請者に悪意はないこと、 

    周辺農地の営農に支障はないこと、申請者に再発の恐れはないこと、当初から正 

式な手続きを行っていれば、許可相当として県へ送付していた事案として見込ま 

れることから、新たに農地法第５条の申請をさせることが妥当と判断する」との 

農業委員会の意見を付すため本総会にご審議をお願いするものであります。 

５月１６日付けで違反転用にかかる勧告書を送付しましたが、本人も反省され 

ており、駐車場とした箇所を農地に戻すことは、工事費の負担が重くのし掛かる 

ことになるので、原状回復をご容赦願いまして、農地法に基づく許可申請の手続 

きを進めさせていただきたい旨の顛末書の提出があっております。 

付近状況図、現場写真は１９頁から２０頁です。６月１９日に・・委員さんと 

・・さんの立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 議長。 

議長   はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、６月１９日に現地確認を致しました。 

内容につきましては、只今、事務局から説明があったとおりでございます。 
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駐車場の造成について、・・さんは農地法の許可が必要だとは思ってなかったよ 

うで反省をしてありましたので、この案件につきましては、追認許可相当として 

やむを得ないと思いますが、皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】一応ですね、今の補足説明のとおりでございますが、追認許可相当の今皆 

様方にご審議していただいた分を事務局から県に追認許可相当にしてくださいと 

いうようなお願いをして、それが認められれば転用申請に入るわけですが、そう 

でないともう１回持って帰って皆様方と協議することもあり得ますので、その時 

は、また宜しくお願いします。また、この面積は、違反転用につきましては、最 

近県の傾向は最近厳しくなっておりますので、どのような判断なるかわかりませ 

んが、面積は、３００㎡も満たないケースになりますので、県の判断がどのよう 

になるか今のところ分かりませんが、とりあえず今日皆様方に審議していただい 

た追認許可相当の処理に入りたいと思っておりますので、宜しくお願いします。 

  それでは、ご異議がないようですので、今説明しましたとおり、意見を付して進 

達いたします。続きまして、議案第３０号「令和５年度農用地利用集積計画の承認 

について（第２回）」を議題と致します。事務局の説明を求めます 

 事務局  ２１頁をお願いします。 

      議案第３０号「令和５年度農用地利用集積計画の承認について」今年度２回目

になります。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、下記農用

地利用集積計画の決定について意見を求められております。今回利用権設定の件

数は８件、借り手が６人、貸し手が８人です。田が１４筆、１２,３０７㎡、畑が  

１７筆で１６,２４８㎡、合計３１筆で２８,５５５㎡となっております。 

      この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印を

頂いておりますので、今回、この一連につきましては、ご承認を頂きたいと思っ 

ております。内容につきましては、２２頁から２３頁に掲載を致しております。 

よろしくお願いします。 

議 長  この件につきましては、事務局が申しますように皆さん方のご承認を頂いてお 

    りますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】それでは、ご異議ないようで 

すので、議案第３０号も決定します。 

続きまして、その他の件をお願いします。 

      事務局  事務局からその他の件ですが、 

① ７月の定例会の日程 → 令和５年７月２５日(火) 午前９時から 

② 農地利用状況調査説明会について 

文書で通知しておりましたが、７月５日水曜日１８時３０分から那賀地区 

公民館、７月６日木曜日１８時３０分から石田庁舎で行いますので、ご出席 

をお願いします。那賀地区公民館は、芦辺町、勝本町が対象で、石田庁舎は、 

郷ノ浦町と石田町が対象となっております。都合によりどちら言っても構い 

ませんが、その時は事務局まで連絡をお願いします。以上です。 

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。 
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議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。それでは、 

皆さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程を終了さ 

せて頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】大変お 

疲れ様でした。 

 


